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 佐賀県告示第 683 号 

 佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例（平成 26 年佐賀県条例

第 87 号。以下「条例」という｡）第 13 条第１項の規定により、知事監視製品

を次のとおり指定し、平成 29年 12 月 20 日から施行する。 

  平成 29 年 12 月 19 日 

               佐賀県知事  山  口  祥  義    

１ 知事監視製品 

 (1) 次の写真に示すとおり、被包に「BADGUY」と表示のある製品であって、

その内容物が植物片のもの 

 (2) 次の写真に示すとおり、被包に「BLACK HERB 2007-2010（販売名が

BLACK HERB であるものを含む｡）」と表示のある製品であって、その内容

物が植物片のもの 

 (3) 次の写真に示すとおり、被包に「BLACK HORSE」と表示のある製品であ

って、その内容物が植物片のもの 

 (4) 次の写真に示すとおり、被包に「BLUE THUNDER」と表示のある製品で

あって、その内容物が植物片のもの 

 (5) 次の写真に示すとおり、被包に「BOURBON」と表示のある製品であって、

その内容物が植物片のもの 

 (6) 次の写真に示すとおり、被包に「Bunny Hop」と表示のある製品であっ

て、その内容物が植物片のもの 

 (7) 次の写真に示すとおり、被包に「Diabolo」と表示のある製品であって、

その内容物が植物片のもの 

 (8) 次の写真に示すとおり、被包に「Fire ball X1」と表示のある製品で

あって、その内容物が植物片のもの 

 (9) 次の写真に示すとおり、被包に「Flower Shot」と表示のある製品であ
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って、その内容物が植物片のもの 

 (10) 次の写真に示すとおり、被包に「FULA FULA」と表示のある製品であ

って、その内容物が植物片のもの 

 (11) 次の写真に示すとおり、被包に「Galileo」と表示のある製品であっ

て、その内容物が植物片のもの 

 (12) 次の写真に示すとおり、被包に「HEY!」と表示のある製品であって、

その内容物が植物片のもの 

 (13) 次の写真に示すとおり、被包に「HONEY SWEET MONSTER」と表示のあ

る製品であって、その内容物が植物片のもの 

 (14) 次の写真に示すとおり、被包に「JESUS」と表示のある製品であって、

その内容物が植物片のもの 

 (15) 次の写真に示すとおり、被包に「Love Game」と表示のある製品であ

って、その内容物が植物片のもの 

 (16) 次の写真に示すとおり、被包に「MONSTER（販売名が Monster である

ものを含む｡）」と表示のある製品であって、その内容物が植物片のもの 

 (17) 次の写真に示すとおり、被包に「N.Y」と表示のある製品であって、

その内容物が植物片のもの 

 (18) 次の写真に示すとおり、被包に「Σ」と表示のある製品であって、そ

の内容物が植物片のもの 

 (19) 次の写真に示すとおり、被包に「華鳥風月」と表示のある製品であっ

て、その内容物が植物片のもの 

 (20) 次の写真に示すとおり、被包に「祭」と表示のある製品であって、そ

の内容物が植物片のもの 

 (21) 次の写真に示すとおり、被包に「蒼龍」と表示のある製品であって、

その内容物が植物片のもの 
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 (22) 次の写真に示すとおり、被包に「天狗」と表示のある製品であって、

その内容物が植物片のもの 

 (23) 次の写真に示すとおり、被包に「Blue Mex」と表示のある製品であっ

て、その内容物が固形状のもの 

 (24) 次の写真に示すとおり、被包に「God Eye」と表示のある製品であっ

て、その内容物が固形状のもの 

 (25) 次の写真に示すとおり、被包に「MAGIC CANDY」と表示のある製品で

あって、その内容物が固形状のもの 

 (26) 次の写真に示すとおり、被包に「meditation（販売名が Meditation

であるものを含む｡）」と表示のある製品であって、その内容物が固形状

のもの 

 (27) 次の写真に示すとおり、被包に「Penic i l l i n  X（販売名が 

Penicillin-X であるものを含む｡）」と表示のある製品であって、その内

容物が固形状のもの 

 (28) 次の写真に示すとおり、被包に「R.E.D」と表示のある製品であって、

その内容物が固形状のもの 

 (29) 次の写真に示すとおり、被包に「S.P.D」と表示のある製品であって、

その内容物が固形状のもの 

 (30) 次の写真を付して「Tropical Happy Liquid」の名称で販売される製

品であって、その内容物が液体のもの 

 (31) 次の写真を付して「biodegradable」の名称で販売される製品であっ

て、その内容物が液体のもの 

 (32) 次の写真に示すとおり、被包に「Black Kraft」と表示のある製品で

あって、その内容物が液体のもの 

 (33) 次の写真に示すとおり、被包に「CAROL♡（販売名が CAROL であるも
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のを含む｡）」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの 

 (34) 次の写真に示すとおり、被包に「cool lesbian」と表示のある製品で

あって、その内容物が液体のもの 

 (35) 次の写真に示すとおり、被包に「Deep Anul Sex」と表示のある製品

であって、その内容物が液体のもの 

 (36) 次の写真を付して「domestic」の名称で販売される製品であって、そ

の内容物が液体のもの 

 (37) 次の写真に示すとおり、被包に「Dream Catcher」と表示のある製品

であって、その内容物が液体のもの 

 (38) 次の写真に示すとおり、被包に「EMBLEM」と表示のある製品であって、

その内容物が液体のもの 

 (39) 次の写真に示すとおり、被包に「ETERNAL LOVE（販売名が Eternal 

love であるものを含む｡）」と表示のある製品であって、その内容物が 

液体のもの 

 (40) 次の写真に示すとおり、被包に「Fly MAX（販売名が Fly Max である

ものを含む｡）」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの 

 (41) 次の写真に示すとおり、被包に「Fuck Man」と表示のある製品であっ

て、その内容物が液体のもの 

 (42) 次の写真に示すとおり、被包に「GAY STREET」と表示のある製品であ

って、その内容物が液体のもの 

 (43) 次の写真に示すとおり、被包に「H.T.Z Matrix」と表示のある製品で

あって、その内容物が液体のもの 

 (44) 次の写真に示すとおり、被包に「Hellfire」と表示のある製品であっ

て、その内容物が液体のもの 

 (45) 次の写真に示すとおり、被包に「Innovation」と表示のある製品であ
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って、その内容物が液体のもの 

 (46) 次の写真に示すとおり、被包に「iTTE369（販売名が iTTE369(イって

ミルク)であるものを含む｡）」と表示のある製品であって、その内容物が

液体のもの 

 (47) 次の写真に示すとおり、被包に「JF.V5」と表示のある製品であって、

その内容物が液体のもの 

 (48) 次の写真に示すとおり、被包に「Love（販売名が Tropical Love  

Liquid であるものを含む｡）」と表示のある製品であって、その内容物 

が液体のもの 

 (49) 次の写真に示すとおり、被包に「MEXICANO（販売名がメキシカーノで

あるものを含む｡）」と表示のある製品であって、その内容物が液体のも

の 

 (50) 次の写真に示すとおり、被包に「One More」と表示のある製品であっ

て、その内容物が液体のもの 

 (51) 次の写真に示すとおり、被包に「POWERFUL SOUL」と表示のある製品

であって、その内容物が液体のもの 

 (52) 次の写真に示すとおり、被包に「Precious Night」と表示のある製品

であって、その内容物が液体のもの 

 (53) 次の写真に示すとおり、被包に「Rave Ⅵ（販売名が Rave ６である

ものを含む｡）」と表示のある製品であって、その内容物が液体のもの 

 (54) 次の写真に示すとおり、被包に「Romance」と表示のある製品であっ

て、その内容物が液体のもの 

 (55) 次の写真に示すとおり、被包に「Sex Juice」と表示のある製品であ

って、その内容物が液体のもの 

 (56) 次の写真に示すとおり、被包に「Sex Mate」と表示のある製品であっ
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て、その内容物が液体のもの 

 (57) 次の写真に示すとおり、被包に「SM Revenge」と表示のある製品であ

って、その内容物が液体のもの 

 (58) 次の写真に示すとおり、被包に「TROPICaL GaY LIqUID（販売名が

Tropical Gay Liquid であるものを含む｡）」と表示のある製品であって、

その内容物が液体のもの 

 (59) 次の写真に示すとおり、被包に「Tropical Nature Liquid」と表示の

ある製品であって、その内容物が液体のもの 

 (60) 次の写真に示すとおり、被包に「UPPER TIME」と表示のある製品であ

って、その内容物が液体のもの 

 (61) 次の写真に示すとおり、被包に「VIP classic fusion」と表示のある

製品であって、その内容物が液体のもの 

 (62) 次の写真に示すとおり、被包に「White Bubble」と表示のある製品で

あって、その内容物が液体のもの 

 (63) 次の写真に示すとおり、被包に「ゴメオ XP」と表示のある製品であ

って、その内容物が液体のもの 

 (64) 次の写真に示すとおり、被包に「じゅるじゅる淫乱」と表示のある製

品であって、その内容物が液体のもの 

 (65) 次の写真に示すとおり、被包に「パンプキン」と表示のある製品であ

って、その内容物が液体のもの 

 (66) 次の写真に示すとおり、被包に「逆アナル昇天」と表示のある製品で

あって、その内容物が液体のもの 

 (67) 次の写真に示すとおり、被包に「熊男生掘り」と表示のある製品であ

って、その内容物が液体のもの 

 (68) 次の写真に示すとおり、被包に「五感ビンビン」と表示のある製品で
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あって、その内容物が液体のもの 

 (69) 次の写真に示すとおり、被包に「四十八手」と表示のある製品であっ

て、その内容物が液体のもの 

 (70) 次の写真に示すとおり、被包に「転生のエキス」と表示のある製品で

あって、その内容物が液体のもの 

 (71) 次の写真に示すとおり、被包に「悶絶ぐちゃぐちゃ」と表示のある製

品であって、その内容物が液体のもの 

 (72) 次の写真に示すとおり、被包に「恍惚けつまん」と表示のある製品で

あって、その内容物が液体のもの 

 (73) 次の写真に示すとおり、被包に「dizzy」と表示のある製品であって、

その内容物が粉末のもの 

 (74) 次の写真に示すとおり、被包に「E.M.A」と表示のある製品であって、

その内容物が粉末のもの 

 (75) 次の写真に示すとおり、被包に「Erotica」と表示のある製品であっ

て、その内容物が粉末のもの 

 (76) 次の写真に示すとおり、被包に「Forever」と表示のある製品であっ

て、その内容物が粉末のもの 

 (77) 次の写真に示すとおり、被包に「Long Sex Life（販売名が Love Sex  

Life（L.S.L）であるものを含む｡）」と表示のある製品であって、その 

内容物が粉末のもの 

 (78) 次の写真に示すとおり、被包に「My Love」と表示のある製品であっ

て、その内容物が粉末のもの 

 (79) 次の写真に示すとおり、被包に「PLASMA α」と表示のある製品であ

って、その内容物が粉末のもの 

 (80) 次の写真に示すとおり、被包に「PUNK STAR」と表示のある製品であ
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って、その内容物が粉末のもの 

 (81) 次の写真に示すとおり、被包に「Q2 FORCE」と表示のある製品であっ

て、その内容物が粉末のもの 

 (82) 次の写真に示すとおり、被包に「THE EVEREST」と表示のある製品で

あって、その内容物が粉末のもの 

 (83) 次の写真に示すとおり、被包に「THE TRAVELER（販売名が The  

TRAVELER であるものを含む｡）」と表示のある製品であって、その内 

容物が粉末のもの 

 (84) 次の写真に示すとおり、被包に「Trip Master」と表示のある製品で

あって、その内容物が粉末のもの 

 (85) 次の写真に示すとおり、被包に「Tropical trip powder（販売名が

tropical trip powder であるものを含む｡）」と表示のある製品であって、

その内容物が粉末のもの 

 (86) 次の写真に示すとおり、被包に「WAVER」と表示のある製品であって、

その内容物が粉末のもの 

 (87) 次の写真に示すとおり、被包に「トコロテン パウダー」と表示のあ

る製品であって、その内容物が粉末のもの 

 (88) 次の写真に示すとおり、被包に「とろとろ拡張」と表示のある製品で

あって、その内容物が粉末のもの 

 (89) 次の写真に示すとおり、被包に「華濡れる」と表示のある製品であっ

て、その内容物が粉末のもの 

  （「次の写真」は、省略し、その写真を佐賀県健康福祉部薬務課に備え置

いて、及び佐賀県ホームページにおいて縦覧に供する｡） 

２ 指定の理由 

  条例第２条第７号に掲げる薬物に該当し、吸入、摂取その他の方法により
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身体に使用されるおそれがあると認められるため 


